
で
あ
る

n
d
r
a
k
e
)
 （ベ

イ
リ
ー

「植
物
の
名
前
の
つ
け
か
た
』
八
坂
書
房
、

二
0
0

（六
八
二）

（平
井
正
穂

は
、
リ
ン
ネ
が
つ
け
た
属
種
名
は

A
t
r
o
p
a
M
a
n
d
r
a
g
o
r
a
で

あ
る
が

(Species
P
l
a
n
t
a
r
u
m
第
二
版
）
、
現
在
の
学
名
は
M
a
n
d
r
a
,
 

g
o
r
a
 officinarum
で
あ
る
。
officinarum
は
「
薬
屋
の
」
と
い
う
意
味

中
国
の
マ
ン
ド
レ
イ
ク

こ
の
ジ
ュ
リ
エ

ッ
ト
の
独
白
に
出
て
く
る
マ
ン
ド
レ
イ
ク

(m
a
,
 

マ
ン
ド
レ
イ
ク

の
形
状
は
、
「
根
の
形
態
が
人
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、

（中
略
）
根

生
す
る
葉
は
披
針
形
か
ら
長
卵
形
で
長
さ
3
o
e
m
ほ
ど
、
花
は
白
ま
た
は

淡
青
色
。」
（『
世
界
有
用
植
物
事
典
』
平
凡
社
、

一
九
八
九
年
）

マ
ン
ド
レ
イ
ク
が
地
面
か
ら
引
き
抜
か
れ
る
時
に
発
す
る
魔
力
を
避
け

ま
た
は
「
生
命
を
与
え
る
者
」
と
呼
ば
れ
る
、
と
い
う
。

訳

「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
ー
リ
エ

ッ
ト
』
岩
波
文
庫）

者
」
と
呼
ば
れ
、

ア
ラ
ビ
ア
語
で
は

A
b
o
u
ruhr
す
な
わ
ち
「
父
親
」

ち
挫
か
れ
て
気
が
狂

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
」

呼
ば
れ
、

ア
ラ
ム
語
で
は

Y
a
h
b
ー
k
o
u
h
す
な
わ
ち
「
生
命
を
与
え
る

か
ら
引
き
抜
か
れ
る
と
き
の
声
と
そ

っ
く
り
の
叫
び
声
や
ら
で
、
…
…
ほ

ん
と
に
眼
が
さ
め
る
の
が
早
す
ぎ
れ
ば
、
こ
う
い
う
恐
ろ
し
い
も
の
に
う

世
紀
頃
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
シ
リ
ア
・
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は

y
a
b
r
o
u
h
と

産
で
あ
る
が
、

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
も
見
ら
れ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
十

「
聞
い
た
人
は
み
ん
な
気
が
狂
う
と
い
う
あ
の
マ
ン
ド
レ
イ
ク
が
地
面

d
o
n
)

第
一
章
に
拠
れ
ば
、

マ
ン
ド
レ
イ
ク
は
、
地
中
海
沿
岸
諸
国
の
原

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

死
ん
だ
ふ
り
を
し
て
罪
を
逃
れ
た
話

マ
ン
ド
レ
イ
ク
伝
説
の
中
国
へ
の
伝
播

中

国

の

マ

ン

ド

レ

イ

ク

0
年
。
二

0
二
頁
）
。
ト
ン
プ
ソ
ン

の
マ
ン
ド
レ
イ
ク
』
(T
h
e
 M
y
s
t
i
c
 
M
a
n
d
r
a
k
e
 
(一

九
三
四
）

佐

(C
.
 

J. 
S
.
 Th
o
m
p
s
o
n)
 

立

治

人
の

L
o
n
 ,
 

「神
秘



こ。t
 

れ
て
い
る
。

「
癸
辛
雑
識
』
は
中
華
書
局
の
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
本
を
見

っ
―
つ
の
採
集
方
法
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
周
囲
の
土
を
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章
が
、
同
じ
周
密
の

『
癸
辛
雑
識
』

の
続
集
上
に
も
記
さ

紗
』
は
四
庫
全
書
存
目
叢
書
所
収
本
を
見
た
。『
志
雅
堂
雑
紗
』

の
文
章

る
炎
の
よ
う
な
色
で
、
夕
方
に
明
る
い
光
を
発
す
る
。
（
中
略
）
直
接
手

「
マ
ン
ド
レ
イ
ク
」
論
文
の
原
文
は

『
南
方
熊
楠
全
集
』
第
十
巻
（
平
凡

一
五
三
頁
か
ら
四
頁
。

「
（
ユ
ダ
ヤ
の
マ
カ
イ
ロ
ス
要
塞
の
中
の
）
町
を
囲
む
北
側
の
渓
谷
に

識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る

（
『
南
方
熊
楠
英
文
論
考
[
ネ

二
三
0
頁）

の
第
七
巻
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

戦
記
』

（
秦
剛
平
訳
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』

m、
山
本
書
店
、

る
た
め
に
、
犬
を
縄
で
マ
ン
ド
レ
イ
ク
に
つ
な
い
で
引
き
抜
か
せ
る
が
、

い
う
伝
説
が
、
束
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

頃
ー
？
）

ア
ラ
ピ
ア
、

(A
n
t
i
q
u
i
t
a
t
e
s
 J
u
d
a
i
c
a
e
)

を
著
し
た
ヨ
セ
フ
ス

ア
ル
メ
ニ
ア
に
分
布
す

る
。
前
掲
ト
ン
プ
ソ
ン
著
書
第
八
章
に
拠
れ
ば
、
こ
の
伝
説
を
最
初
に
記

(
J
o
s
e
p
h
u
s
、
三
七
年

で
あ
る
と
い
う
。
西
暦
一
世
紀
の
後
半
に
書
か
れ
た
『
ユ
ダ
ヤ

一
九
八
二
年
。

バ
ア
ラ
ス
と
い
う
場
所
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
同
名
の
バ
ア
ラ
ス

(b
a
a
r
a
s
)

と
呼
ば
れ
る
根
茎
が
成
育
し
て
い
る
。
そ
の
色
は
燃
え
あ
が

で
さ
わ
る
の
は
き
わ
め
て
危
険
で
命
に
か
か
わ
る
。
そ
こ
で
触
れ
な
い
よ

う
に
充
分
注
意
し
て
根
を
引
き
抜
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
危
険
を
避
け
る
も

全
部
掘
り
起
こ
し
、
根
の
わ
ず
か
の
部
分
だ
け
が
土
で
お
お
わ
れ
て
い
る

状
態
に
す
る
。
そ
し
て
犬
を
そ
れ
に
縛
り
つ
け
る
と
、
犬
が
縛
り
つ
け
た

者
を
追
い
か
け
よ
う
と
飛
び
出
そ
う
と
す
る
が
、
そ
の
瞬
間
根
は
簡
単
に

文
章
を
引
い
て
、
十
三
世
紀
の
中
国
人
が
マ
ン
ド
レ
イ
ク
に
つ
い
て
の
知

イ
チ
ャ

1
]
誌
篇
』
集
英
社
、

二
0
0
五
年
。

社
、
昭
和
四
十
八
年
）

五
十
頁
か
ら
四
頁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
）
。
『
志

雅
堂
雑
紗
』
巻
八
、
医
薬
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
『
志
雅
堂
雑

論
文
の
中
で
、
周
密
(
―

二
三
ニ

ー―

二
九
八
）

の

『
志
雅
堂
雑
紗
』

の

八
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
マ
ン
ド
レ
イ
ク

(
T
h
e
M
a
n
d
r
a
k
e
)
」
と
い
う

南
方
熊
楠
は
、
『
ネ
イ
チ
ャ
ー
』

一
八
九
六
年
第
五
十
四
巻
第
一
三
九

し
た
の
は
、
「
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
(Bell u
m
 J
 ud
a
i
c
u
m
)
 
「
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』

般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
こ
の
「
バ
ア
ラ
ス
」
が
マ
ン
ド
レ
イ
ク
で
あ
る
と

安
全
で
あ
る
。
」
（
丸
括
弧
内
は
佐
立
注
。
）

引
き
抜
い
た
瞬
間
、
犬
は
マ
ン
ド
レ
イ
ク
の
魔
力
で
死
ん
で
し
ま
う
、
と

関
法
第
六
五
巻

二
号

引
き
抜
け
る
。
し
か
し
犬
は
そ
れ
を
引
き
抜
こ
う
と
し
た
者
の
身
代
り
に

な
っ
た
か
の
よ
う
に
即
死
す
る
。
〔
一
度
引
き
抜
け
ば
〕
手
で
扱
っ
て
も

（
六
八
一
）



す
と
、
こ
の
植
物
は
引
き
抜
か
れ
、
犬
は
こ
の
植
物
の
毒
気
に
感
応
し

て
即
死
し
ま
す
。
し
か
る
後
に
こ
の
植
物
を
別
に
他
所
の
土
中
に
埋
め
、

一
年
後
に
取
り
出
し
て
、
日
に
さ
ら
し
て
乾
か
し
、
別
に
薬
を
用
い
て

調
製
し
ま
す
。

そ
の
効
能
は
、
少
し
ば
か
り
の
量
を
す

っ
て
酒
に
混
ぜ
、
人
に
飲
ま

せ
る
と
、
そ
の
人
は
す
ぐ
に
全
身
が
麻
痺
し
て
仮
死
状
態
に
な
り
ま
す
。

刀
や
斧
で
打
っ
て
も
反
応
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
三
日
後
に
別
に
少

し
の
薬
を
投
じ
ま
す
と
、
す
ぐ
に
蘇
生
し
ま
す
。
思
う
に
昔
、
華
佗
が

中
国
の
マ
ン
ド
レ
イ
ク

腸
を
切
り
開
い
て
内
臓
を
洗
っ
て
病
気
を
治
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

（六
八
0
)

経
歳
後
、
取
出
暴
乾
、
別
用
薬
以
製
之
（
『
癸
辛
雑
識
』
は
「
薬
」
の

（「
別
」
以
下
五
字
を
『
癸
辛
雑
識
』
は
「
就
埋
土
吹
中
」
に
作
る
。）
。

而
根
抜
起
。
犬
感
毒
気
、
随
斃
。」
に
作
る
。）
。
然
後
、
別
埋
他
土
中

即
斃
（
「
打
犬
」
以
下
十
六
字
を
『
癸
辛
雑
識
』
は
「
撃
逐
犬
、
犬
逸

字
な
し
。）。

既
而
用
杖
打
犬
、
犬
奔
逸
、
則
此
物
抜
起
。
犬
感
此
気
、

（『
癸
辛
雑
識
』
は
「
軽
手
」
「
結
」
の
字
な
し
。）
。
其
皮
條
之
前
、
則

繋
子
大
犬
之
足

（「
癸
辛
雑
識
』
は

「前
」
を
「
系
」
に
作
り
、
「
大
」

労
開
大
炊
、
可
容
人
」
に
作
る
。）
。
然
後
、
軽
手
以
皮
條
結
絡
之

容
人

（「
取
」
以
下
十
五
字
を

『癸
辛
雑
識
』
は

「取
之
法
、
先
於
四

大
き
い
犬
の
足
に
繋
ぎ
ま
す
。
そ
し
て
杖
で
犬
を
打
ち
、
犬
が
走
り
出

著
其
毒
気
必
死
」
に
作
る
。）
。
取
之
之
法
、
則
先
開
大
坑
、
令
四
芳
可

ひ
も
を
そ
の
植
物
に
く
く
り
つ
け
、
そ
の
皮
ひ
も
の
も
う

一
方
の
端
を

人
必
死

（「
或
」
以
下
十
四
字
を

『癸
辛
雑
識
』
は
「
人
或
誤
触
之
、

こ
と
が
で
き
る
ぐ
ら
い
の
大
き
な
穴
を
掘
り
、
そ
れ
か
ら
軽
く
手
で
皮

に
作
る
。）
。
生
子
地
中
、
深
数
丈
。
或
従
傷
其
皮
、
則
熾
毒
之
気
、
著

採
取
す
る
方
法
は
、
ま
ず
、
そ
の
植
物
の
四
方
の
傍
ら
に
、
人
が
入
る

状
。
其
名
押
不
薩
（
『
癸
辛
雑
識
』
続
集
上
は
「
其
酋
名
之
日
押
不
薦
」

人
に
附
着
し
て
、
そ
の
人
は
必
ず
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
植
物
を

回
回
国
之
西
数
千
里
地
、
産

一
物
、
極
毒
。
全
似
人
形
、
如
人
参
之

生
じ
ま
す
。
も
し
そ
の
皮
を
傷
つ
け
る
と
、
光
を
発
す
る
毒
気
が
そ
の

【
原
文
】

そ
の
名
は
押
不
薩
で
す
。
深
さ
数
丈

（一

丈
は
約
3
m
。)
の
地
中
に

が
強
く
、
全
く
人
の
形
に
似
て
お
り
、
人
参
の
有
り
様
の
よ
う
で
す
。

回
回
国
の
西
、
数
千
里
の
地
に
生
じ
る
あ
る
植
物
は
、
極
め
て
毒
性

【
和
訳
】

こ
の
植
物
か
ら
造
っ
た
薬
の
お
か
げ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
聞
く
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
現
在
、
御
薬
院
の
中
に
も
こ
の
植
物
が
二
本
あ
る
そ
う

マ

マ

で
す
。
こ
れ
は
神
薬
で
す
。
白
玉
廷
が
こ
の
話
を
慮
松
崖
か
ら
聞
い
た
、

と
の
こ
と
で
す
。



と
記
す
が
、
ト
ン
プ
ソ
ン
著
書
に
集
め
ら
れ
て
い
る
各
国
の
マ
ン
ド
レ
イ

ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。

「
志
雅
堂
雑
紗
』
に
「
白
玉
廷
、
こ
れ
を
慮
松
崖
よ
り
聞
く
、
と
い

う
名
称
は
、

マ
ン
ド
レ
イ
ク
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語

Y
b
r
u
h
に
他
な
記
さ
れ
て
い
る
。

前
に
「
他
」
字
が
あ
る
。
）
。
其
性
（
こ
の

二
字
を
『
癸
辛
雑
識
』
は

斧
加
之
不
知
也
。
然
三
日
（
こ
の
三
字
を
『
癸
辛
雑
識
』
は
「
至
三
日

マ
マ

後
」
に
作
る
。
）
、
別
以
少
薬
投
之
、
即
活
。
蓋
古
者
華
陀
能
剖
腸
漁
蔵

に
作
る
。
）
。
此
神
薬
也
（
「
癸
辛
雑
識
』
は
こ
の
四
字
な
し
。
）
。
白
玉

容
で
あ
る
。
南
方
論
文
は
さ
ら
に
、
「
押
不
薩

(
Y
a
h
-
p
u
h
-
l
i
i
)
」
と
い

「
志
雅
堂
雑
紗
』
は
、
土
中
に
埋
め
た
押
不
蓋
を
一
年
後
に
取
り
出
す
、

『
志
雅
堂
雑
紗
』
に
「
回
回
国
の
西
、
数
千
里
の
地
」
と
あ
る
。
こ
の

を
指
す
と
す
れ
ば
、

ホ
ラ
ズ
ム
国
を
指
す
（
『
元
史
』
巻
―

二
0
、
察
竿

伝
、
巻
―

ニ

―
‘
速
不
台
伝
、
巻
一
三
四
、
昔
班
伝
、
小
雲
石
脱
忽
憐
伝
、

巻
一
四
六
、
耶
律
楚
材
伝
、
巻
一
五
三
、
劉
敏
伝
）
。
た
だ
し
ホ
ラ
ズ
ム

国
は
、
『
志
雅
堂
雑
紗
』

の
著
者
周
密
が

―
二

三
二
年
に
生
ま
れ
る
前
の

―
ニ
ニ
ニ
年
に
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
に
よ
っ
て
滅
ぽ
さ
れ
た
。

「
志
雅
堂
雑
紗
』
に
「
聞
く
、
今
時
、
御
薬
院
中
、
亦
た
二
枚
有
り
、

と
。
」
と
あ
る
。
「
今
時
」
は
、
『
志
雅
堂
雑
紗
』
に
「
己
丑
」

（至
元
二
十

―
二
九
四
年
）

院
」
は
、
『
元
史
』
巻
八
十
八
、
百
官
志
、
太
医
院
の
項
に
、
「
御
薬
院
。

秩
従
五
品
。
各
路
の
郷
貢
し
、
諸
蕃
の
進
献
す
る
珍
貴
な
る
薬
品
を
受
け
、

修
造
湯
煎
す
る
を
掌
る
。
至
元
六
年
(
―
二

六
九
）
始
め
て
置
く
。
」
と

う
。
」
と
あ
る
が
、
「
慮
松
崖
」
（
『
癸
辛
雑
識
』
は
「
慮
松
鹿
」
に
作
る
。
）

が
何
者
な
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
。
「
白
玉
廷
」
は
、
『
癸
辛
雑
識
』
が

南
方
論
文
が
指
摘
す
る
通
り
、
こ
の
話
は
ヨ
セ
フ
ス
の
記
述
と
同
じ
内

莫
非
用
此
。
」

二
十
六
字
が
あ
る
。
）
。

ま
で
の
干
支
が
出
て
く
る
の
で
、
元
代
の
至
元
末
年
で
あ
ろ
う
。
「
御
薬

「
或
云
、
今
之
貪
官
汚
吏
、
誡
過
盈
溢
、
被
人
所
訟
、
則
服
百
日
丹
者
、

六
年
、

―
二
八
九
年
）

か
ら
「
甲
午
」
（
至
元
三
十
一
年
、

「
慮
松
崖
」
を
「
慮
松
鹿
」
に
作
る
。
ま
た
、
「
慮
松
厘
」
字
の
後
に

廷
聞
之
慮
松
崖
云
（
『
癸
辛
雑
識
』
は
「
白
玉
廷
」
を
「
白
廷
玉
」
に
、

御
薬
院
中
、
亦
有
二
枚
（
「
有
二
枚
」
を
『
癸
辛
雑
識
』
は
「
儲
之
」

薬
也
（
「
蓋
因
」
を
『
癸
辛
雑
識
』
は
「
必
用
」
に
作
る
。
）
。
聞
今
時

治
疾
者
（
「
蔵
」
を
『
癸
辛
雑
識
』
は
「
胃
」
字
に
作
る
。
）
、
蓋
因
此

「
回
回
国
」
は
、
「
元
史
』
に
数
箇
所
出
て
く
る
「
回
回
国
」
と
同
じ
国

「
毎
」
字
に
作
る
。
）
、
以
少
許
磨
酒
飲
人
、
即
通
身
麻
痺
而
死
。
雖
刀

関
法
第
六
五
巻

二
号

ク
伝
説
を
見
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
出
て
こ
な
い
。

四

（
六
七
九
）



中
国
の
マ
ン
ド
レ
イ
ク

す
る
人
を
見
ず
、
先
に
簑
を
棄
て
し
む
る
子
を
聞
く
。

押
不
蓋
を
草
食
せ
ば
、
死
す
と
雖
も
元
よ
り
死
せ
ず
。
未
だ
腸
を
淮

【
訓
読
】

草
食
押
不
薩
、
雖
死
元
不
死
。
未
見
漁
腸
人
、
先
聞
棄
簑
子
。

【
原
文
一

に
押
不
薩
を
詠
ん
だ
詩
が
あ
る
の
で
紹
介
す
る
。

「
白
廷
玉
」
に
作
る
の
が
正
し
い
。
「
廷
玉
」
は
白
斑
（
―

二
四
八

i
-

全
書
本

「湛
淵
集
』
に
附
録
さ
れ
て
い
る
宋
漉
が
撰
し
た

「墓
銘
」
に
拠

れ
ば
、
白
挺
は
、
元
朝
に
仕
え
て
常
州
路
儒
学
教
授
、
江
浙
等
処
儒
学
提

挙
司
副
提
挙
等
の
官
を
歴
任
し
た
。
周
密
と
は
風
流
道
を
語
り
あ
う
間
柄

肉
を
切
り
取
っ
て
薬
に
混
ぜ
、
死
に
か
け
た
母
親
を
再
三
救
っ
た
。
父
親

が
奇
病
に
か
か
り
、
医
者
が
兎
の
糞
が
手
に
入
れ
ば
治
療
で
き
る
と
言
っ

た
の
で
、
氷
雪
を
踏
み
、
崖
を
つ
た
い
、
洞
穴
に
入
っ
て
さ
が
し
求
め
た

が
、
三
日
た
っ
て
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
父
親
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
、

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
、
白
挺
は
薬
に
典
味
を
持
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
『
湛
淵
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
続
演
雅
十
詩
」
の
一
首

で
あ
っ
た
。
大
変
親
孝
行
な
人
で
、
母
親
が
病
気
に
な
る
と
、
自
分
の
股

三
二
八）

の
字
で
、
白
挺
は

「湛
淵
集
』
と
い
う
詩
文
集
が
あ
る
。
四
庫

が
知
ら
れ
る
。

五

（六
七
八
）

る
。
こ
の
詩
及
び
詞
書
は
、
陶
宗
儀

「南
村
綴
耕
録
』
巻
九
、
続
演
雅
発

た
人
に
は
ま
だ
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
、

る
マ

ッ
ト
が
華
美
で
礼
に
か
な

っ
て
い
な
い
と
し
て
、
別
の
マ

ッ
ト
に

こ
の
詩
に
は
次
の
よ
う
な
詞
書
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
漠
北

（ゴ
ビ

砂
漠
の
北
）
に
押
不
蓋
と
名
づ
け
ら
る
る
有
り
。
そ
の
汁
を
食
せ
ば
、
た

ち
ど
こ
ろ
に
死
す
。
し
か
れ
ど
も
他
薬
を
以
て
之
れ
を
解
け
ば
即
ち
蘇
る
。

マ
マ

華
陀
、
腸
胃
を
洗
い
、
疾
を
攻
む
る
は
、
疑
う
ら
く
は
先
に
此
れ
を
服
す

る
な
ら
ん
。」
こ
の
詞
書
で
は
押
不
蘊
の
産
地
が
「
漠
北
」
と
さ
れ
て
い

揮
の
項
に
、
「
白
湛
淵
先
生
の
続
演
雅
十
詩
発
揮
に
云
う
。」
と
し
て
掲
げ

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
詞
書
は
白
斑
自
身
が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と

掛
け
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

受
け
て
命
を
延
ば
す
の
も
良
い
で
す
が
、

礼
に
か
な

っ
た
死
に
方
を
心

換
え
さ
せ
た
話

（『
礼
記
』
檀
弓
上
）
を
聞
き
ま
し
た
。
開
腹
手
術
を

曽
子
の
幼
い
息
子
が
、

に
死
ん
だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
腹
を
開
い
て
腸
を
洗
っ
て
も
ら
っ

マ
ン
ド
レ
イ
ク
を
食
べ
る
と
、
死
ん
だ
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
本
当

【
和
訳
】

死
に
か
け
て
い
る
父
親
が
ベ

ッ
ド
に
敷
い
て
い



ド
ソ
ン

(
B
e
n
j
a
m
i
n
 W
a
r
d
 R
i
c
h
a
r
d
s
o
n
)

は、

マ
ン

一
八
八
八
年
に
発
表

プ
ラ
イ
ズ
、

「
根
の
皮
の
酒

（中
略
）
を

3
キ
ュ
ア
ト
ゥ
ス

略
）
切
開
や
焼
灼
を
う
け
よ
う
と
す
る
者
に
服
用
さ
せ
る
と
、
深
い
眠
り

に
陥
い
り
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ト
ン
プ
ソ
ン
著
書
第
二
十
章
に
拠
れ
ば
、

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
チ
ャ
ー

し
た
論
文

(A
s
c
l
e
p
i
a
d
,
V
o
l
s
.
 V
 ,
 
V
I
,
 

1
8
8
8
,
 p
.
 

1
7
 4.)
 

の
中
で
、

ド
レ
イ
ク
の
根
の
粉
末
を
薄
い
ア
ル
コ
ー
ル
に
浸
し
て
作
っ
た
溶
液
を
、

〔
約
一
四

一
ml〕ヽ

（中

一
九
八
三
年
。
五
七
八
頁
）

の
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
ス
の
項
に
、

ま
た
、
デ
ィ
オ
ス
コ
リ
デ
ス
の

「
薬
物
誌
』
（鷲
谷
い
づ
み
訳
、

エ
ン
タ

麻
酔
薬
と
し
て
の
マ
ン
ド
レ
イ
ク

『志
雅
堂
雑
紗
』
に
「
そ
の
性
、
少
許
を
以
て
酒
に
磨
し
、
人
に
飲
ま

さ
ば
、
即
ち
通
身
麻
痺
し
て
死
す
。
刀
斧
を
こ
れ
に
加
う
と
雖
も
知
ら
ざ

る
な
り
。
然
れ
ど
も
三
日
に
し
て
別
に
少
薬
を
以
て
之
れ
に
投
ぜ
ば
即
ち

活
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

九
年
。
三
五
二
頁）

マ
ン
ド
レ
イ
ク
が
麻
酔
薬
と
し
て
有
効
で

の
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
の
項
に
、
「
切
開
や
穿
刺
の
と
き

る
力
の
減
退
と
に
よ
っ
て
死
の
様
態
が
続
き
、
す
べ
て
の
随
意
筋
は
完
全

に
麻
痺
し
、
瞳
孔
は
拡
大
し
、
麻
痺
は
不
随
意
筋
の
繊
維
に
ま
で
及
ん
だ

よ
う
に
見
え
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
臓
は
他
の
ど
の
部
分
よ

呼
吸
が
完
全
に
停
止
し
た
後
、
七
分
間
動
き
続
け
た
、
と
述
べ
て
い
る
と

い
う
。
こ
の
よ
う
な
マ
ン
ド
レ
イ
ク
の
作
用
は
、
ト
ン
プ
ソ
ン
著
書
第
二

十
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ヒ
ヨ
ス
チ
ア
ミ
ン
、

ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン

疾
を
治
む
る
は
、
蓋
し
此
の
薬
に
因
る
な
り
。
」

（『
癸
辛
雑
識
』
続
集
上

は
「
蓋
し
古
、
華
陀
、
能
＜
腸
を
剖
り
胃
を
株
い
以
て
疾
を
治
む
る
は
、

必
ず
此
の
薬
を
用
い
る
な
り
。」
と
記
す
。）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
三

国
志
」
巻
二
十
九
、
魏
書
、
方
技
伝
の
華
佗
の
項
に
、
「
も
し
病
、
結
積

し
て
内
に
在
り
、
針
薬
の
及
ぶ
能
わ
ざ
る
と
こ
ろ
、
当
に
須
ら
く
剖
割
す

べ
き
者
は
、
便
ち
其
の
麻
沸
散
を
飲
ま
し
む
。
須
央
に
し
て
便
ち
酔
死
し

て
知
る
と
こ
ろ
無
き
が
ご
と
し
。
因
り
て
破
り
取
る
。
病
、
も
し
腸
中
に

在
ら
ば
、
便
ち
腸
を
断
ち
て
揃
洗
し
、
腹
を
縫
い
て
膏
摩
す
れ
ば
、

『
志
雅
堂
雑
紗
』

四
五

他
の
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

い
に
し
え

に
「
蓋
し
古
者
、

マ
マ

え
ぐ

あ
ら

華
陀
、
能
＜
腸
を
剖
り
蔵
を
條
い

の
麻
酔
薬
と
し
て
も
服
用
さ
れ
る
。
」

（土
屋
睦
廣
訳
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

物
誌
』
（植
物
薬
剤
篇
。
大
槻
真
一
郎
責
任
編
集
、
八
坂
書
房
、

二
0
0

あ
る
こ
と
は
、
西
洋
で
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
プ
リ
ニ
ウ
ス

「博

る
の
が
本
当
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
、

一
例
で
は
、

ウ
サ
ギ
の
心
臓
は
、

り
も
長
く
活
動
を
続
け
、
何
分
間
も
呼
吸
が
停
止
し
た
後
も
拍
動
し
て
い

関
法
第
六
五
巻

二
号

致
命
的
な
分
量
、

ウ
サ
ギ
に
投
与
し
た
と
こ
ろ
、
麻
酔
の
作
用
と
呼
吸
す

六

（
六
七
七
）



「斉
東
野
語
』
は
四
庫
全
書
本
の
景
印
本
を
見
た
。

七

（
六
七
六
）

そ
の
求
め
に
応
じ
る
だ
け
の
財
物
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
海
賊

東
野
語
』

の
巻
一
、
林
復
の
項
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
紹
介
し
た
い
。

中
国
の
マ
ン
ド
レ
イ
ク

に
遭
遇
し
、
海
賊
が
常
良
孫
に
財
物
を
要
求
し
ま
し
た
が
、
常
良
孫
は

れ
た
話
が
、
『
志
雅
堂
雑
紗
』
「
癸
辛
雑
識
』
と
同
じ
周
密
が
著
し
た

「斉

常
良
孫
は
旅
客
船
に
便
乗
さ
せ
ら
れ
て
出
発
し
ま
し
た
。
途
中
で
海
賊

が
な
い
が
、
ト
リ
カ
プ
ト
他
の
薬
を
飲
ん
で
死
ん
だ
ふ
り
を
し
て
罪
を
逃

マ
ン
ド
レ
イ
ク
を
服
用
し
て
死
ん
だ
ふ
り
を
し
た
話
は
ま
だ
見
た
こ
と

よ
う
と
す
る
者
が
あ
り
、
そ
の
薬
は
マ
ン
ド
レ
イ
ク
を
材
料
に
し
て
い
る
、

林
復
は
取
り
調
べ
を
行
っ
て
、
と
う
と
う
無
理
や
り
に
罪
を
成
立
さ

せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
罪
は
島
流
し
の
刑
に
当
た
り
ま
し
た
の
で
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

任
せ
下
さ
い
と
京
手
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。

安
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
林
復
は
進
み
出
て
、
こ
の
案
件
は
お

「
百
日
丹
」
と
呼
ば
れ
る
薬
を
飲
ん
で
、
死
ん
だ
ふ
り
を
し
て
罪
を
逃
れ

日
丹
を
服
す
る
者
は
、
此
れ
を
用
い
る
に
非
ざ
る
は
莫
し
。
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
汚
職
の
罪
で
重
い
刑
を
科
せ
ら
れ
そ
う
な
官
吏
の
中
に
は
、

加
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
京
手
は
心
が

得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
皇
帝
は
京
手

（臨
安
府
の
長
官
）
が
手
心
を

を
臨
安
府
の
裁
判
所
で
取
り
調
べ
さ
せ
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
実
情
が

堂
雑
紗
』
の
文
章
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章
に
続
い
て
、
「
或
い
は
云
う
、
今
の

み

あ

ふ

貪
官
汚
吏
、
誠
過
の
盈
ち
溢
れ
、
人
の
訟
う
る
と
こ
ろ
を
被
り
、
則
ち
百

を
不
正
に
貪
っ
て
い
る
と
告
発
す
る
者
が
い
ま
し
た
。
朝
廷
は
常
良
孫

式
で
用
い
る
金
銀
細
工
物
を
作
る
こ
と
を
掌
る
。）

の
常
良
孫
が
財
物

南
方
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
志
雅
堂
雑
紗
』
と
同
じ
周
密
が
著

し
た
『
癸
辛
雑
識
』

の
続
集
上
、
押
不
薩
の
項
に
、
前
に
掲
げ
た

「志
雅

と
な
り
ま
し
た
。
監
文
思
院
（
文
思
院
は
少
府
監
に
属
し
、
皇
帝
が
儀

り
。）

に
臨
安
府

（南
宋
の
首
都
。
現
在
の
浙
江
省
杭
州
市
）

の
推
官

平
復
す
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
麻
沸
散
」
の
成
分
に
つ
い
て
は
何
も

死
ん
だ
ふ
り
を
し
て
罪
を
逃
れ
た
話

で
心
が
狭
く
、
残
忍
で
容
赦
し
な
い
性
格
で
し
た
。
紹
熙
年
間

(-―

九

o
i
-―
九
四
。
原
文
は
「
紹
興
中
」
に
作
る
が
「
紹
熙
中
」
の
誤

記
さ
れ
て
い
な
い
。

県
）
の
人
。
学
問
、
オ
能
と
も
に
人
よ
り
優
れ
て
い
ま
し
た
が
、
陰
険

さ
と

日
に
し
て
差
ゆ
。
痛
ま
ず
。
人
も
亦
た
自
ら
痛
ら
ず
。

一
月
の
間
、
即
ち

林
復
は
、
字
は
端
陽
、
処
州
（
原
文
。
括
蒼
。
現
在
の
浙
江
省
麗
水

【
和
訳
】



で
祭
祀
に
使
用
し
た
物
で
し
ょ
う
。
さ
っ
そ
く
近
所
の
寺
の
中
で
取
り

子
や
黄
色
の
幕
な
ど
の
物
が
出
て
き
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
林
復
が
好
ん

こ
れ
は
陳
造
、
字
は
周
士
が
記
録
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
記
録
を
処

で
林
復
に
出
く
わ
し
ま
し
た
。
彼
の
荷
物
入
れ
を
探
る
と
、
朱
色
の
椅

は
常
良
孫
の
手
足
を
二
隻
の
船
の
舷
側
に
釘
で
打
ち
つ
け
ま
し
た
。
船

が
二
手
に
分
か
れ
る
と
、
彼
の
死
体
も
分
裂
し
て
二
つ
に
な
り
ま
し
た
。

数
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
郎
（
六
部
の
員
外
郎
・
朗
中
）
と
な
り
、
転

出
し
て
恵
州
（
現
在
の
広
東
省
恵
州
市
）

の
知
事
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。

報
復
し
よ
う
と
し
て
、
林
復
の
後
任
を
引
き
継
ぎ
た
い
と
強
く
請
願
し

ま
し
た
。
林
復
は
そ
れ
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
恵
州
知
事
の
任
期
が

し
た
と
こ
ろ
、
皇
帝
し
か
持
っ
て
は
い
け
な
い
物
な
ど
が
出
て
き
ま
し

林
復
を
追
い
か
け
て
逮
捕
し
、
そ
の
場
に
裁
判
所
を
設
置
し
て
訊
問
さ

せ
ま
し
た
。
潮
州
潮
陽
県
（
現
在
の
広
東
省
潮
陽
県
）
に
至
っ
て
路
上

に
一
目
会
っ
て
お
別
れ
を
言
い
た
い
と
願
い
出
ま
し
た
。
家
族
が
い
る

室
に
入
る
と
、
す
ば
や
く
財
布
の
中
の
薬
を
探
り
取
っ
て
酒
の
中
に
投

が
号
泣
し
ま
し
た
。
使
者
が
室
に
入
っ
て
視
る
と
、
薬
を
仰
い
で
死
ん

し
か
し
、
林
復
が
服
用
し
た
薬
は
、
ト
リ
カ
ブ
ト
の
粉
末
及
び
他
の

一

草
薬
で
し
た
。
三
日
目
に
な
っ
て
蘇
生
し
、
た
だ
ち
に
逃
亡
し
て
広
州

使
い
達
は
散
り
散
り
に
逃
げ
、
旅
行
袋
が
路
上
で
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に

嘉
定
年
間

(
―
二

0
八
ー

―
ニ
ニ
四）

州
（
原
文
。
括）

の
末
に
な
っ
て
は
じ
め
て
音
信

が
絶
え
ま
し
た
。
林
復
は
と
う
と
う
罪
を
逃
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

の
医
者
呉
嗣
英
か
ら
入
手
し
ま
し
た
。
大
変
詳
し
く

の
家
族
は
林
復
と
手
紙
の
遣
り
取
り
を
続
け
て
年
を
か
さ
ね
ま
し
た
が
、

た
。
そ
こ
で
、

み
こ
と
の
り
が
下
さ
れ
、
大
理
寺
丞
の
陳
撲
に
命
じ
て

族
に
返
し
、
結
局
、
な
く
な
っ
た
荷
物
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
林
復

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
潅
氏
と
い
う
有
力
者
が
取
り
収
め
て
林
復
の
家

そ
の
事
実
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
御
史
の
徐
安
国
が
林
復
の
家
を
捜
索

猛
毒
を
混
ぜ
た
酒
）
を
飲
ま
せ
て
人
を
殺
し
た
、
と
訴
え
る
者
が
い
て
、

を
運
ん
で
帰
っ
て
葬
り
ま
し
た
。
は
じ
め
林
復
が
逮
捕
さ
れ
た
時
、
召

終
わ
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
林
復
が
知
事
在
任
中
に
敢
（
何
ら
か
の

（現
在
の
広
東
省
広
州
市
）
に
入
り
ま
し
た
。
林
復
の
家
族
は
空
の
棺

を
持
っ
て
い
て
、
常
良
孫
が
冤
罪
で
不
幸
な
目
に
遭
っ
た
の
を
憤
り
、

で
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
使
者
は
そ
の
こ
と
を
詳
し
く
復
命
し
ま
し
た
。

当
時
、
常
良
孫
の
妻
の
実
家
の
者
が
、
州
知
事
に
任
じ
ら
れ
る
資
格

じ
て
飲
み
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
血
が
流
れ
出
て
床
に
満
ち
、
家
族

一
方
、
林
復
は
、
常
良
孫
の
裁
判
に
決
着
を
つ
け
た
手
柄
で
昇
進
し
、

関
法
第
六
五
巻

二
号

林
復
は
、
も
は
や
罪
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
自
覚
し
、
家
族

調
べ
を
行
い
ま
し
た
。

J¥ 

（
六
七
五
）
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四
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嚢
労
午
道
中
。
大
姓
濯
氏
者
、
為
収
敏
帰
之
、
了
無
所
失
。
其
家
与
之
適
用
さ
れ
る
。
常
良
孫
が
島
流
し
と
判
決
さ
れ
て
送
ら
れ
た
先
は
、
万
安

甦
、
即
亡
命
入
広
。
其
家
以
空
柩
帰
葬
。
始
就
逮
時
、
憧
僕
烏
散
、
行

「
監
臨
主
守
自
ら
盗
ま
ば
、

（中
略
）

三
十
匹
に
て
絞
。」
と
い
う
条
文
が

因
具
以
復
命
。
然
其
所
服
、
乃
草
烏
末
及
他
一

草
薬
耳
。
至
三
日
、
乃

飲
之
。
有
頃
、
流
血
満
地
、
家
人
号
泣
。
使
者
入
視
、
則
仰
薬
死
突。

林
知
必
不
免
、
願

一
見
家
人
訣
別
。
既
入
室
、
亜
探
嚢
中
薬
、
投
酒
中

林
復
、
字
端
陽
、
括
蒼
人
。
学
問
材
具
、
皆
有
過
人
者
。
特
険
隣
忍

マ
マ

酷
、
略
不
容
物
。
紹
興
中
、
為
臨
安
推
官
。
有
告
監
文
思
院
常
良
孫
絨

墨
事
。
朝
廷
下
之
臨
安
獄
。
久
不
得
其
情
。
上
意
謂
京
手
左
右
之
。
手

不
自
安
。
復
乃
挺
身
白
手
、
乞
任
其
事
。
屹
就
緞
煉
成
罪
。
当
流
海
外
。

実
。
御
史
徐
安
国
、
亦
按
其
家
、
有
僣
擬
等
物
。
於
是
、
有
旨
、
令
大

理
丞
陳
撲
追
逮
、
随
所
至
置
獄
鞠
問
。
及
至
潮
陽
、
遇
諸
道
間
。
捜
其

行
李
、
得
朱
椅
黄
帷
等
物
。
蓋
林
好
詞
礁
所
用
者
。
乃
就
鞠
於
僧
寺
中
。

後
。
林
弗
知
也
。
既
知
恵
、
適
有
訴
林
在
郡
日
、
以
耽
殺
人
。
具
有
其

城
に
配
し
て
収
管
す
。
初
お
家
財
を
籍
没
す
、
と
。
良
孫
、
在
任
の
日
、

お
の
れ

節
次
に
造
作
の
金
銀
を
盗
み
己
に
入
る
る
を
以
て
な
り
。
提
轄
の
林
復
、

覚
察
す
る
に
因
り
、
棘
寺
、
追
勘
し
て
実
を
得
た
り
。
家
世
の
故
を
以
て
、

ゆ
る

特
に
之
れ
を
貸
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
に
拠
れ
ば
、
常
良
孫
に
皇
帝
か
ら
最
終
判
決
が
下

っ
た

の
は
紹
熙
三
年
七
月
で
あ
る
。
常
良
孫
の
罪
は
、
文
思
院
の
金
銀
な
い
し

金
銀
細
工
物
を
盗
ん
だ
こ
と
で
あ
り
、

「宋
刑
統
』
巻
十
九
、
賊
盗
律
の

知
恵
州
。
時
常
有
姻
家
、
当
得
郡
。
憤
其
冤
、
欲
報
之
、
遂
力
請
継
其
除
名
勒
停
し
、
永
く
収
叙
せ
ず
。
真
決
を
免
じ
、
刺
面
せ
ず
万
安
軍
の
牢

船
舷
。
船
開
、
分
其
屍
為
二
焉
。
林
覚
以
労
改
官
、
不
数
年
為
郎
。
出

因
寓
客
舶
以
往
。
中
途
遇
盗
、
無
以
応
其
求
。
盗
取
常
手
足
、
釘
著
両

【
原
文
】

ん
だ
と
記
し
て
い
る
の
は
、
大
笑
い
で
す
。

書
い
て
あ
り
ま
す
。
洪
遇
の
『
夷
堅
志
』
も
だ
ま
さ
れ
て
、
本
当
に
死

『宋
史
』
巻
三
十
六
、
光
宗
本
紀
、
紹
熙
三
年

（
―
-
九
二）

七
月
壬

申
条
に
、
「
監
文
思
院
常
良
孫
、
坐
賊
も
て
海
外
に
配
せ
ら
る
。
益
国
公

周
必
大
、
良
孫
を
謬
挙
す
る
に
坐
し
、
栄
陽
郡
公
に
降
せ
ら
る
。」
、
『
宋

会
要
輯
稿
』
刑
法
六
之
四
二
に
、
「
（紹
熙
）

三
年
七
月
二
日
、
詔
す
ら
く
、

前
監
文
思
院
上
界
常
良
孫
、
特
に
貸
命
し
、
出
身
以
来
の
文
字
を
追
毀
し
、

可
笑
也
。

音
問
相
聞
者
累
年
、
至
嘉
定
末
始
絶
。
覚
侠
其
罰
云
。
此
陳
造
周
士
所

記
、
得
之
括
医
呉
嗣
英
、
甚
詳
。
夷
堅
志
亦
為
所
岡
、
以
為
真
死
。
殊



解
題
』

の
著
者
陳
振
孫
の
長
子
で
、
嘉
輿
府
（
現
在
の
浙
江
省
嘉
興
市
）

故
に
是
の
命
あ
り
。
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
常
良
孫
が
被
告
で

る
。
）
、
と
。
文
思
院
上
下
界
専
庫
作
頭
の
許
守
中
ら
、
造
作
の
金
銀
を
倫

心
伝
導
障
害
の
惹
起
、
循
環
系
の
麻
痺
、
知
覚
お
よ
び
運
動
神
経
の
麻
痺

盗
し
て
弊
を
作
す
を
以
て
、
臨
安
府
、
根
究
し
、
案
を
具
し
て
来
上
す
。

林
復
が
飲
ん
だ
薬
は
「
草
烏
末
及
び
他
の
一
草
薬
」
で
あ
っ
た
、
と

（
現
在
の
海
南
省
）

の
南
東
部
を
管
轄
し
た
。

す
る
が
、
「
宋
会
要
』
は
「
堤
轄
」
の
林
復
が
常
良
孫
の
犯
行
を
「
覚
察
」

九
之
六
、
紹
熙
三
年
五
月
二
十
六
日
条
及
び
同
書
選
挙
ニ―

之
六
、
紹
熙

三
年
八
月
五
日
条
に
「
堤
轄
文
思
院
林
復
」
の
文
字
が
出
て
く
る
。
「
宋

会
要
輯
稿
』
職
官
七
二
之
五
一
、
淳
熙
十
六
年
（

―
-
八
九
）

五
月
十
三

日
条
に
、
「
詔
す
ら
く
、
文
思
院
堤
轄
官
程
絃
・
監
官
常
良
孫
（
中
略
）
、

各
々

二
年
の
磨
勘
を
展
す
（
勤
務
評
定
を
二
年
延
長
し
、
昇
進
を
遅
ら
せ

あ
る
の
で
、
『
斉
東
野
語
』
が
拠
っ
て
い
る
陳
造
の
記
録
は
、
淳
熙
十
六

年
の
裁
判
と
紹
熙
三
年
の
裁
判
と
を
混
同
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

陳
造
は
、
『
斉
東
野
語
』
巻
九
、
陳
周
士
の
項
に
拠
れ
ば
、
「
直
斎
書
録

の
通
判
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
不
当
に
死
に
追
い
や
っ
た
男
に
祟
ら
れ
て
、

在
任
中
の
宝
祐
四
年
（
―

二
五
六
）
に
死
ん
だ
、
と
い
う
。
陳
造
が
な
ぜ
、

ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
て
林
復
の
事
件
を
記
録
し
た
の
か
、
わ
か
ら
な

「
斉
東
野
語
』
に
、
林
復
の
家
に
「
僭
擬
」
の
物
が
あ
っ
た
、
と
あ
り
、

法
事
類
』
巻
三
、
服
飾
器
物
勅
令
格
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
雑
勅
」
に
、

「
乗
輿
（
皇
帝
を
指
す
。
）

の
服
用
を
僭
擬
す
る
は
各
徒
二
年
。
」
と
定
め

『
斉
東
野
語
』
は
記
し
て
い
る
。
「
草
烏
末
」
は
ト
リ
カ
ブ
ト
の
根
の
粉

末
で
あ
る
。
船
山
信
次
『
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
』
（
共
立
出
版
、

一
九
九
八
年
）

第
十
四
章
第
四
項
に
拠
れ
ば
、
ト
リ
カ
ブ
ト
の
根
に
含
ま
れ
て
い
る
ア
コ

ニ
チ
ン
系
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
は
、
「
動
物
実
験
に
お
い
て
呼
吸
中
枢
麻
痺
、

な
ど
の
毒
作
用
を
示
す
。
」
（
二
六
0
頁
）
と
い
う
。
「
他
の

一
草
薬
」
が

何
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
ト
リ
カ
ブ
ト
に
も
マ
ン
ド
レ
イ
ク
に
も
、

飲
む
と
「
流
血
し
て
地
を
満
た
す
」
と
い
う
性
質
は
な
い
。
だ
か
ら
「
他

の
は
「
僭
擬
」
に
当
た
る
の
で
あ
る
。

ら
れ
て
い
る
。
朱
色
の
椅
子
や
黄
色
の
幕
を
皇
帝
以
外
の
者
が
使
用
す
る

と
す
る
。
「
堤
轄
」
は
堤
轄
文
思
院
で
あ
っ
て
、
『
宋
会
要
輯
稿
』
職
官

し
、
「
棘
寺
」
即
ち
大
理
寺
が
常
良
孫
を
取
り
調
べ
て
事
実
を
認
定
し
た
、

林
復
の
行
李
か
ら
「
朱
椅
黄
帷
」
が
見
つ
か
っ
た
、
と
あ
る
。
『
慶
元
条

「
斉
東
野
語
』
は
「
臨
安
推
官
」
の
林
復
が
常
良
孫
を
取
り
調
べ
た
と

部
隊
）

で
あ
っ
た
。
万
安
軍
は
、
現
在
の
広
東
省
の
南
に
浮
か
ぶ
海
南
島

軍
（
こ
の
「
軍
」
は
州
と
同
格
の
地
方
行
政
単
位
。
）

関
法
第
六
五
巻

二
号

の
牢
城
軍
（
雑
役

し‘

゜
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件
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

の

『
夷
堅
志
』

（
明
文
書
局
本
を
見
た
。
）

に
は
、
林
復
の
事

死
と
為
す
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
存
す
る
洪
邁
（

、。し む
薬
草
と
し
て
曼
陀
羅
華
（
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
、

チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
、
学

名

Datura
metel)
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
流
血
さ
せ
る
作
用
は
な

「斉
東
野
語
』
に
「
夷
堅
志
も
亦
た
岡
す
る
と
こ
ろ
と
為
り
、
以
て
真

―
二

0
二）

―
二
三

ー

の
一
草
薬
」
は
マ
ン
ド
レ
イ
ク
で
は
な
い
。
麻
酔
作
用
が
あ
る
成
分
を
含

（
六
七
二
）


